
新型コロナウイルス陽性者で自宅療養となった方へ 

保険会社へ入院給付を請求できる可能性があります 

⇒申請方法については、ご契約の保険会社にお問合せください 

My HER-SYS（ﾏｲ ﾊｰｼｽ）による療養証明書の表示について 

厚労省の事務連絡により、宿泊療養・自宅療養を証明する書類の発行については、原則とし

て、厚生労働省新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理支援システム（My HER-SYS※）

の利用について協力を求めることとされました。保険会社への入院給付金の請求には、My HER-

SYS で表示される証明書をご活用ください。 

※ My HER-SYSとは、陽性者ご本人等がスマートフォンやパソコン等で自身や家族の健康状態を入力できる 

健康管理ツールです。初回ログインにはお住まいの保健所からお知らせした HER-SYS ID が必要になります。 

 

対象者は以下の全てに該当する方です。 

①  検査を実施し医師の診断を受けた方 

②  医師より保健所へ届出があった方 

③  療養期間が１０日以内の方  

 

※みなし陽性の方は表示されませんのでご注意ください！ 

療養期間が 10 日を超える場合は・・・ 

保健所の発行する証明書や医師の診断書が必要になる場合があります。 

必要書類については保険会社にご確認ください。 
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